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 経済財政政策に関し、内閣総理大臣のリーダーシップ
を十全に発揮させるとともに、関係大臣や有識者議員等
の意見を十分に政策形成に反映させることを目的として、
内閣府に設置された合議制の機関です。 

 
経済財政諮問会議で発言する内閣総理大臣 

（出典：首相官邸ホームページ） 
 
 活動状況 
令和４年 
１月  「中長期の経済財政に関する試算」を公表 

６月  「経済財政運営と改革の基本方針 2022」 
（骨太方針）を答申 

７月  「内閣府年央試算」を公表 
 「中長期の経済財政に関する試算」を公表 

12月 
 「令和 5年度予算編成の基本方針」を答申 
 「新経済・財政再生計画 改革工程表 2022」
を決定 

 
 この他、経済・財政一体改革推進委員会（平成 27年 8
月～）などの専門調査会等を開催し、本会議に報告を行
っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 「経済財政運営と改革の基本方針」は、政府による経
済財政運営の基本姿勢と改革の方向性を示したもので、
例年夏頃に経済財政諮問会議で取りまとめられ、閣議決
定されます。本方針は、翌年度の予算編成や制度改革な
どの施策に反映されることになります。 

  

Cabinet Office 

政策統括官 
（経済財政運営担当） 
 政府の経済財政政策の基本方針である

「骨太方針」（経済財政運営と改革の基

本方針）や時々の経済情勢や政策課題

に機動的に対応する「経済対策」の策

定、翌年度の政府予算案の前提となる

「予算編成の基本方針」や「政府経済見

通し」の策定など、マクロ経済運営に関

する業務を行っています。 

 こうした議論を行う経済財政諮問会議

に関する事務も担当しています。 

経済財政運営と改革の基本方針 
（骨太方針） 

参事官（総括担当） 

参事官（経済対策・金融担当） 

参事官（企画担当） 

参事官（経済見通し担当） 

参事官（産業・雇用担当） 

参事官（予算編成基本方針担当） 

参事官（国際経済担当） 

経済財政諮問会議 
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政府は、その時々の経済情勢に応じ、経済対策をはじ

めとする総合的な政策パッケージを策定しています。 
 直近では、「物価高克服・経済再生実現のための総合経
済対策」を令和４年 10月 28日に閣議決定しました。新
しい資本主義の旗印の下、「物価高・円安への対応」、「構
造的な賃上げ」、「成長のための改革と投資」を重点分野
とし、足下の物価高や世界経済の下振れリスクを乗り越
え、社会課題の解決と持続的な成長の実現により日本経
済を再生させることを目的としています。 
 また、物価高対策については、令和４年６月に設置さ
れた「物価・賃金・生活総合対策本部」（本部長：内閣総
理大臣）も活用し、関係行政機関の緊密な連携の下、緊
急的かつ機動的に対応しています。直近では、３月に物
価高克服に向けた追加策を取りまとめました。 
 
 
 
 
 
 
 
 日本銀行法に基づき、経済財政政策担当大臣又はその
指名する内閣府の職員は、日本銀行金融政策決定会合に
出席し、①意見を述べること、②議案を提出すること、
③次回会合まで議決延期を請求すること、ができるとさ
れています。 
 政府、日本銀行は、平成 25 年 1 月の共同声明に基づ
き、デフレからの早期脱却と物価安定の下での持続的な
経済成長の実現に向け、一体となって取り組んでいます。 
 経済財政諮問会議では、金融政策を含むマクロ経済政
策運営の状況、物価安定目標に照らした物価の現状と今
後の見通し、経済財政状況等について定期的に検証を行
っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 政府の予算編成に関し、経済財政諮問会議における調
査審議を経て、例年 11月下旬～12月上旬目途で「予算
編成の基本方針」を策定し、閣議決定しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 政府経済見通しは、翌年度にかけての経済財政運営の
基本的態度や、それに基づく経済の姿について、政府の
公式見解を表明するものです。通常、予算政府案（概算）
の閣議決定前に閣議了解され、予算案の国会提出と同時
に閣議決定されます。なお、年央時点で得られる最新の
経済動向を踏まえ、当年度及び翌年度の経済の姿を内閣
府年央試算として公表しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 成長と分配の好循環の実現に向けて大企業と中小企業
の共存共栄を図るため、政府・経済界・労働界の三者が
参画する「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」
などを通じ、サプライチェーン全体の付加価値の増大と
その適切な分配を推進しています。 
 
 
 
 
 
 
  
 
海外から日本への対内直接投資を推進するため、関係

閣僚から成る対日直接投資推進会議を開催するとともに、
必要に応じて、その下にワーキング・グループを設置し、
関係省庁と連携しながら、海外から人材や資金を呼び込
む環境整備等に取り組んでいます。 

2021年には、対日直接投資残高を 2030年に 80兆円
に倍増する目標を設定しましたが、昨今の国内外の経済
社会環境の変化を成長のチャンスと捉え、取組を加速す
ることにより、「更なる高み」を目指すこととしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 グローバル化が進展する中、内閣府は、国際経済関係
の強化においても重要な役割を担っています。具体的に
は、経済協力開発機構（OECD）やアジア太平洋経済協力
（APEC）などの国際会議への参加や主要国との二国間経
済協議の開催等により、我が国のマクロ経済政策につい
ての国際的な理解の促進、我が国と国際機関、各国との
連携強化等を図っています。 
 

 
経済協力開発機構（OECD）における会議の様子 

金融政策（政府・日本銀行の連携） 

経済対策等 

予算編成の基本方針 

経済見通しと経済財政運営の基本的態度 
（政府経済見通し） 

大企業と中小企業のパートナーシップ構築 

対日直接投資の促進 

国際経済関係 
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